
日の出町技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針 

 

平成２１年６月（改正） 

 

 地方公共団体の技能労務職員の給与等については、民間の同種の職種に従事するも

のとの均衡に留意しながら適正な給与制度としなければなりません。日の出町では、

町民の理解と納得が得られるよう、技能労務職員の給与等の現状、見直しに向けた基

本的考え方、具体的な取組内容等を明示した取組方針を策定しましたので、これを公

表します。 

 

１ 現状 

 (1)技能労務職の初任給（平成20年4月1日現在） 

   高校卒：１３６，９９２円 

 

 (2) 技能労務職の平均年齢・平均給与・平均給料  （平成20年4月1日現在） 

 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

日の出町 ４１．３歳 ３００，０７５円 ３６４，６５５円 

東 京 都 ４６．７歳 ３２２，５５０円 ４２４，４９１円 

※ 平均給与とは給料のほか、扶養手当、地域手当、住居手当など、月ごとに支給するこ

ととなっている全ての諸手当を含んだ額です。 

 

 (3) その他給与に関する事項 

  ① 4級制の行政職給料表（２）を適用（東京都準拠） 

  ② 手当 

扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手

当をぞれぞれ該当者に支給しています。 

  ③ 昇給基準 

原則として 12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、4号給上

位の号給に昇給します。 

 

２ 基本的な考え方 

  技能労務職員については、退職不補充を基本として定員削減を継続していきます。

給与面に関しては、東京都に準拠して、引き続き適正な給与及び制度運用となるよ

うに努めます。また、事業の内容等を精査し、町民の安全等に十分に配慮しつつ、

民間に委託することで実効性が上がると判断できる業務については、積極的に移行

します。 

 



３ 具体的な取組内容 

(1) 給与水準適正化の取組 

○ 東京都行政職俸給表（二）へ移行（平成19年1月1日） 
○ 給料月額の４％カットの実施（平成19年4月1日～平成22年3月31日） 
○ 昇給の標準号給数を４号から１号へ抑制（平成20年4月1日～平成22年3月
31日） 

○ 55歳昇給抑制措置（平成20年4月1日）[58歳昇給抑制措置（平成18年4月
1日）] 

○ 特殊勤務手当の全部廃止（平成20年4月1日） 
 

(2) 技能労務職員の活用と育成 

    技能労務職員においても、日の出町職員としての意識や質の向上を求めてい

かなければなりません。今後は、固定業務以外の業務に従事する機会を積極的

に与えることにより、広い視野を持ち、質の高いサービスを提供することので

きる技能労務職員の育成に努めます。 

  具体的方法 

  ① 夏休み期間中の給食のない時期などに、給食調理員を学校や児童館周辺にお

ける警備等に従事させるなど、町民の安全・安心に向けた取り組みに技能労務

職員を積極的に活用していきます。 

  ② 研修として位置付け、技能労務職の身分を持ったまま一般行政事務の補助業

務に携わることで、現業職場復帰後も広い視野を持って、質の高い町民サービ

スの提供を行うことができる技能労務職員の育成を目指します。 

 

(3) 現業職場の見直しと定員管理 

    現業職場の見直しを図る一方で過員となった職員の持っている意欲や能力の

活用を図る必要があり、両面の観点から定員管理の適正化を図っていきます。 

  具体的方法 

  ① 技能労務職員の身分を持ったまま一般行政事務の補佐員として業務に携わる

「事務補佐員制度」の創設を目指します。 

  ③ 年齢や経験等の一定要件を満たし、かつ能力の実証が明らかとなった技能労

務職員については、任用替試験を実施した上で、合格者を技能労務職から一般

行政職へ異動させることで定員管理の適正化を図ります。 


